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保
健
・
介
護
・
福
祉
と
い
う
三
分
野
の
専

門
職
が
連
携
し
、
地
域
の
医
療
機
関
、
介

護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な

ど
と
協
力
し
な
が
ら
高
齢
者
の
皆
さ
ん
の

様
々
な
相
談
に
対
応
し
ま
す
。
「
で
き
る

だ
け
介
護
状
態
に
な
ら
な
い
」
「
悪
化
し
な

い
」
を
目
標
に
、
い
つ
ま
で
も
「
自
分
ら
し
い

生
活
」
を
送
れ
る
よ
う
に
介
護
予
防
に
取

り
組
ん
で
い
き
ま
す
。
こ
の
セ
ン
タ
ー
に

は
四
つ
の
役
割
が
あ
り
ま
す
。
今
回
か
ら

四
回
の
シ
リ
ー
ズ
で
セ
ン
タ
ー
の
役
割

に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

介護保険の申請

要介護認定の決定・通知

要介護１～５の方 要支援１・２の方 非該当の方

　要支援１・２と認定された人は､介護保険の介護予防サービスを利用することになります。非該

当と認定された人は､市が行う地域支援事業の介護予防事業を利用することになります。どちら

のサービスも地域包括支援センターが中心となって介護予防サービス計画を作成するなど､住み

なれた地域で自立した生活をいつまでも続けていけるようサポートしていきます。

※介護予防サービス計画の作成は全額が保険給付となり､利用者負担はありません。

■問い合わせ先　香南市保険医療課　地域包括支援センター係　　57－８５１１

居宅介護支援事業者または介
護保険施設で介護サービス計
画を作成します。

■保健師等が本人・家族
との話し合いにより、利
用者の心身の状況や環境、
生活歴などを把握し「ど
んな生活を送りたいか」
を相談しながら目標を設
定します。

■目標に近づくように介
護サービスを選び、介護
予防サービス計画を、利
用者・家族とサービス担
当者を含めて検討します。

目標を達成するためのサ
ービスの種類や回数を決
定します。

■保健師等が基本健康診
査の結果やチェックリス
ト等を用いて利用者の心
身の状態等を把握します。

■サービス担当者と話し
合い、複数のサービスを
利用するなど必要な場合
にのみ実施します。

目標を設定して利用する
サービスを決定します。

介護サービス計画の作成

自分らしい、自立した生
活を送ることを目標として、
介護サービスが利用でき
ます。在宅でサービスを
受けたい方は居宅サービス、
施設に入所したい方は施
設サービスを介護サービ
ス計画にもとづいて利用
できます。

介護保険の
介護サービスを利用

日常生活の一部に介護
が必要ですが、介護予防
サービスを適切に利用
すれば、心身の機能の維持・
改善の可能性が高い方
が対象です。要支援１・
２の方についてはより「目
標志向型」の介護予防サ
ービスへ再編されます。

新予防給付の
介護予防サービスを利用

介護保険の対象にはならないが、
生活機能の低下している方や
将来的に要支援、要介護状態に
なる可能性が高い方は、市の介
護予防事業が利用できます。
◆運動器の機能向上・転倒骨折予
　防教室など
◆低栄養予防教室など
◆口腔機能向上教室など

地域支援事業の
　介護予防事業を利用　

介護予防サービス計画の作成 介護予防支援計画の作成

高
齢
の
皆
さ
ん
の
現
在
の
状
況
に
合
わ
せ
た
介
護
予
防
の
支
援
を
し
ま
す
。

①自立した生活ができるように支援します
　　　　（介護予防ケアマネジメント事業）
　介護保険で要支援１・２と認定された人（香南市で
は平成18年７月開始）は、介護保険の介護予防サービ
スを利用できます。
　また、支援や介護が必要となるおそれの高い人や自
立した生活をしている人などは、市が行う介護予防事

業（地域支援事業）を利用できます。

②なんでもご相談ください
　　　　　　　　　　（総合相談・支援事業）
 高齢者の皆さんやその家族、近隣に暮らす人の介護
に関する悩みや問題に対応します。
　介護に関する相談や心配ごと、悩み以外にも、健康
や福祉、医療や生活に関することなど、なんでもご相

談ください。

③皆さんの権利を守ります
　　　　　（権利擁護、虐待防止・早期発見）
　高齢者の皆さんが安心していきいきと暮らすため
に、さまざまな権利を守ります。成年後見制度の紹介
や、虐待を早期に発見したり、消費者被害などに対応

します。

④さまざまな方面から皆さんを支えます
　　（包括的・継続的ケアマネジメント事業）
　高齢者の皆さんが適切な介護サービスを継続して
利用できるように、地域のケアマネジャーの指導や支
援を行うほか、皆さんにとってより暮らしやすい地域
にするため、さまざまな機関とのネットワークづくり

に力を入れます。

保険医療課からのお知らせ

「
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」っ
て
ど
ん
な
と
こ
ろ
？

「
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」っ
て
ど
ん
な
と
こ
ろ
？

　児童手当の支給対象年齢が、小学校３年生まで

から、小学校６年生までに拡大され、併せて、所得

制限が引き上げられました。

　新たに児童手当を受けられる児童の保護者の皆

さまは、認定請求の手続きが必要となります（公務

員の方は勤務先で手続きをしてください）。

　改正に伴う新規請求は、平成18年９月30日までに

受け付けたものに限り、特例的に４月１日（または

支給請求日に該当した日）にさかのぼって支給され

ます。

児童手当の新規請求は９月30日までに！

手当て支給が６年生までに拡大されます手当て支給が６年生までに拡大されます

シ
リ
ー
ズ

手続きの方法

申請に必要なもの

◆現在小学４年生の児童

Ｑ,３年生まで児童手当を受けていましたか？

　Ａ,「は　い」…手続きの必要はありません

　Ａ,「いいえ」…『新規申請』をしてください

◆現在小学５年生、６年生の児童

Ｑ,下のお子さまが児童手当を受けていますか？

　Ａ,「は　い」…『額改定申請』をしてください

　Ａ,「いいえ」…『新規申請』をしてください

◆所得制限により受給していなかった児童

※所得制限の引き上げにより受給できる場合が

あります。

・健康保険証（請求者が厚生年金等加入者の場合）

・請求者の認印

・請求者名義の預金通帳（郵便局以外）

・児童手当用所得証明書

　（１月１日に香南市に住所がなかった場合）

児童手当支給日は６月12日（２～５月分）

平成18年度の現況届提出期限は６月30日

■問い合わせ先　香南市保険医療課　児童手当係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57－８５１０

　遅れますと６月分以降の手当の支給を受けること

ができなくなります。

今
回
は 

①
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
業 

に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
し
ま
す
。

児童手当が変わります！児童手当が変わります！

※個別支払い通知は今年度から出しませんので、

各自通帳入金をご確認ください。

 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
高
齢
者
の
皆
さ
ん
が
、

「
住
み
慣
れ
た
地
域
で
暮
ら
し
続
け
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こ
と
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に
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ぐ
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く
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と
な
る

機
関
で
す
。

【地域包括支援センターの役割】

新しい
介護予防の
サービスじゃと

■ケアマネージャーが本人・家
族と面接等を行い、心身の状況、
生活歴などを把握して必要な
サービスの調整を行います。

■サービス担当者との話し合
いは、介護サービスの利用状
況確認などを必要
時 に 実 施
します。

要介護１～５も要支援１・２の方も利用できるサービスはほ
ぼ同じです


